
○山鹿市戸建木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱 

平成２９年９月２２日 

告示第８８号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、戸建木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、山鹿市建築

物耐震改修促進計画に基づき、戸建木造住宅の耐震改修設計、耐震改修工事、建替え工

事及び耐震シェルター工事を行う者に対する補助金の交付に関し、山鹿市補助金等交付

規則（平成１７年山鹿市規則第５３号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 山鹿市建築物耐震改修促進計画 本市が定める建築物の耐震改修の促進に関する

法律（平成７年法律第１２３号）第６条第１項に規定する市町村耐震改修促進計画を

いう。 

(2) 戸建木造住宅 専ら人の居住の用に供する木造の建築物又は人の居住の用に供す

る部分及び店舗等事業の用に供する部分を有する木造の建築物でその延べ面積の２分

の１以上が人の居住の用に供されるものをいう。ただし、共同住宅の用に供する建築

物を除く。 

(3) 耐震診断士 地方公共団体又は一般財団法人日本建築防災協会が開催する木造住

宅耐震診断講習会の修了証の交付を受けた建築士（建築士法（昭和２５年法律第２０

２号）第２条第１項に規定する建築士をいう。以下同じ。）をいう。 

(4) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会出版「２０１２年改訂版 木造住宅の耐

震診断と補強方法」に掲げる一般診断法又は精密診断法（時刻歴応答計算による方法

を除く。）により建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。 

(5) 上部構造評点 耐震診断により、地震に対する安全性を点数で示したものをいう。 

(6) 耐震改修設計 次に掲げるものをいう。 

ア 耐震診断を行うこと。 

イ 上部構造評点が１．０未満のものを１．０以上とし、かつ、土台及び基礎が構造

耐力上安全であることが確かめられる耐震改修工事の補強計画及び設計図書の作成

を行うこと。 

(7) 耐震改修工事 耐震改修設計に基づいて行う工事をいう。 

(8) 建替え工事 原則として同一敷地内で、戸建木造住宅１棟全てを解体し、住宅を新

築するための工事をいう。 

(9) 耐震シェルター工事 地震発生時に、居住している戸建木造住宅の倒壊から居住者

の生命を守るため、次のいずれかに該当するシェルターを設置する工事をいう。 

ア 都道府県における評価委員会等の第三者機関により評定を受け、当該都道府県に

おける補助事業の交付の対象となる工法として認められたもの 

イ 国土交通大臣又は公的機関の認定、試験等によりその性能が評価されたもの 

 



(10) 耐震改修工事等 耐震改修設計、耐震改修工事、建替え工事及び耐震シェルター

工事をいう。 

(11)  高齢者等 次に掲げるいずれかに該当するものをいう。 

 ア 年齢６５歳以上の者 

 イ 市町村民税非課税世帯 

ウ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定による身

体障害者手帳の交付を受けている者 

エ 療育手帳制度要綱（昭和４８年厚生省発児第１５６号）に規定する療育手帳の交

付を受けている者 

オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５

条第２項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

カ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７条第３項に規定する要介護者又は同

条第４項に規定する要支援者 

（補助金の交付の対象者） 

第３条 補助金の交付の対象とする者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者又はその予定がある者 

(2) 市税を滞納していない者 

(3) 戸建木造住宅の所有者（所有者が複数ある場合にあっては耐震改修工事等を行おう

とする所有者以外の所有者全員の承諾を得ることができる者、所有者が当該住宅の居

住者でない場合にあっては居住者の承諾を得ることができる者に限る。） 

２ 前項の規定にかかわらず、既にこの要綱又は他の要綱に基づく同一事業への補助金の

交付を受けた戸建木造住宅については、補助金の交付の対象としない。 

（補助対象住宅等） 

第４条 補助金の交付の対象とする戸建木造住宅（以下「補助対象住宅」という。）及び

経費（以下「補助対象経費」という。）、補助金の額等は、別表第１のとおりとする。 

（補助金の交付の申請） 

第５条 補助金の交付の申請をしようとする者は、耐震改修工事等の契約を締結しようと

する日の３０日前までに、戸建木造住宅耐震改修等事業補助金交付申請書（様式第１号）

に、別表第２に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及

び必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは、予算の範

囲内で補助金の交付を決定し、その旨を当該申請をした者に通知する。 

（状況報告） 

第７条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定を受けた者（以下「補

助事業者」という。）に対し、耐震改修工事等の遂行状況について報告を求めることが

できる。 

２ 補助事業者は、前項の求めがあった場合は、これに対し速やかに市長に報告しなけれ

ばならない。 

（遂行要求） 



第８条 市長は、補助事業者が行う耐震改修工事等が補助金の交付の決定の内容及びこれ

に付した条件に従い適切に遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに

従って当該耐震改修工事等を適切に遂行すべきことを求めるものとする。 

（耐震改修設計及び耐震改修工事の一括事業に係る耐震改修設計完了の報告） 

第９条 耐震改修設計及び耐震改修工事に係る補助金の交付の決定を一括して受けた補助

事業者（次条において「一括補助事業者」という。）は、耐震改修設計が完了したとき

は、速やかに耐震改修設計完了報告書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて市長に

提出しなければならない。 

(1) 耐震改修設計に係る契約書の写し 

(2) 耐震診断結果報告書の写し 

(3) 補強計画及び設計図書 

(4) 耐震改修工事の工程表 

(5) 耐震改修工事の見積書 

(6) 現況写真 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の報告があったときは、当該報告に係る書類等を審査し、その結果を当

該報告をした補助事業者に通知するものとする。 

３ 前条の規定は、前項の審査の結果について準用する。 

（平３０告示１３２・追加） 

（耐震改修設計及び耐震改修工事の一括事業に係る耐震改修工事の着工） 

第１０条 一括補助事業者は、前条第２項の規定による通知を受けた後でなければ、耐震

改修工事に着工することができない。 

（平３０告示１３２・追加） 

（中間検査） 

第１１条 補助事業者は、耐震改修工事における耐震補強の状況を目視により確認するこ

とができる時に、戸建木造住宅耐震改修工事中間検査申請書（様式第５号）に、次に掲

げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 耐震改修工事及び当該耐震改修工事の監理に係る契約書の写し 

(2) 耐震改修図面 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る耐震改修工事の監理を行う者の

立会いの上、中間検査を行い、その結果を当該申請をした補助事業者に通知するものと

する。 

３ 第８条の規定は、中間検査の結果について準用する。 

（平３０告示１３２・旧第９条繰下・一部改正） 

（補助金の交付の決定の取消し） 

第１２条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金

の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることがで

きる。 

(1) 正当な理由がなく、耐震改修工事等を著しく遅延し、又は廃止したとき。 



(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。 

(3) この要綱の規定に違反したとき。 

(4) 補助金の交付の決定後に補助対象住宅でないことが判明したとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めると

き。 

（平３０告示１３２・旧第１０条繰下） 

（実績報告） 

第１３条 補助事業者は、耐震改修工事等が完了した後３０日を経過した日又は補助金の

交付の決定を受けた日の属する年度の末日のうちいずれか早い日までに、戸建木造住宅

耐震改修等事業実績報告書（様式第６号）に、別表第３に定める書類を添えて、市長に

提出しなければならない。 

（平３０告示１３２・旧第１１条繰下・一部改正） 

（関係書類の管理等） 

第１４条 補助事業者は、耐震改修工事等に係る経費についての収支の事実を明確にした

記録その他の帳簿書類を作成し、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の終了後

５年間保存しなければならない。 

（平３０告示１３２・旧第１２条繰下） 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

（平３０告示１３２・旧第１３条繰下） 

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成２９年９月２２日から施行し、平成２８年４月１４日から適用する。 

（山鹿市戸建木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱の廃止） 

２ 山鹿市戸建木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱（平成２４年山鹿市告示第２０号）

は、廃止する。 

附 則（平成３０年３月２９日告示第７０号） 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年８月２０日告示第１３２号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年８月２０日から施行する。 

（耐震改修設計に対する経過措置） 

２ 平成３０年４月１日からこの要綱の施行の日前までにこの要綱による改正前の山鹿市

戸建木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱の規定により交付決定を受けて行われた耐

震改修設計は、当該耐震改修設計が完了していないものに限り、この要綱による改正後

の山鹿市戸建木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱の規定による耐震改修設計及び耐

震改修工事の一括事業への変更申請の対象とすることができる。 

（建替え工事に対する経過措置） 

３ 平成３０年４月１日からこの要綱の施行の日前までにこの要綱による改正前の山鹿市

戸建木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱の規定によりなされた建替え工事に係る交



付決定は、当該建替え工事が完了していないものに限り、この要綱による改正後の山鹿

市戸建木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱の規定によりなされた交付決定とみなす。 

附 則（令和４年２月１５日告示第２６号） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則（令和７年３月２８日告示第４３号） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（耐震改修設計に対する経過措置） 

２ この要綱の施行の日前までにこの要綱による改正前の山鹿市戸建木造住宅耐震改修等

事業補助金交付要綱の規定により交付決定を受けて行われた耐震改修設計については、

当該耐震改修設計が完了していないものに限り、この要綱による改正後の山鹿市戸建木

造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱（以下「改正後の要綱」という。）の規定による

耐震改修設計及び耐震改修工事の一括事業への変更申請の対象とすることができる。 

（建替え工事に対する経過措置） 

３ 改正後の要綱の規定については、前項に規定する場合を除き、この要綱の施行の日以

後に補助金の交付を申請する者について適用し、同日前に補助金の交付を申請する者に

ついては、なお従前の例による。 

別表第１（第４条関係） 

（平３０告示１３２・一部改正） 

（１） 耐震改修設計 

補助対象住宅 次に掲げる要件を全て満たす住宅。ただし、市長が適当と認

めるときは、この限りでない。 

（1） 市内に存在する戸建木造住宅で、現に住宅所有者の

居住の用に供されているもの 

（2） 在来軸組工法、枠組壁工法又は伝統的構法によって

建築された地上階数が３以下のもの（共同住宅を除く。） 

（3） 平成１２年５月３１日以前に着工したもの 

補助対象経費 補助対象住宅の耐震改修設計に要する費用（耐震改修工事の

計画策定に伴う耐震診断に要する費用及び耐震改修工事費

の見積り作成に要する費用を含む。） 

補助率 3分の2以内 

補助金の額 補助対象経費に補助率を乗じて得た額（その額に１，０００

円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）又は２０

万円のいずれか低い額 

その他の事項 耐震改修設計は、耐震診断士が実施するものであること。 

（２） 耐震改修工事 

補助対象住宅 次に掲げる要件を全て満たす住宅。ただし、市長が適当と認

めるときは、この限りでない。 

（1） 市内に存在する戸建木造住宅で、現に住宅所有者の

居住の用に供されているもの 



（2） 在来軸組工法、枠組壁工法又は伝統的構法によって

建築された地上階数が３以下のもの（共同住宅を除く。） 

（3） 平成１２年５月３１日以前に着工したもの 

（4） 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のもの 

（5） 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存

在する場合及び市長がやむを得ないと認める場合を除

き、その全員から耐震改修工事の実施について承諾が得

られているもの 

補助対象経費 補助対象住宅の耐震改修工事に要する費用（工事監理に要す

る費用を含む。） 

補助率 2分の1以内 

補助金の額 補助対象経費に補助率を乗じて得た額（その額に１，０００

円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）又は６０

万円のいずれか低い額 

その他の事項 （1） 耐震診断士が実施した耐震改修設計に基づくもの 

（2） 建築士が工事監理するもの。ただし、この要綱の施

行日以前に着手した事業については、建築士が工事監理

するもの又は耐震改修設計に基づき工事を実施したこ

とを建築士が証明するもの。 

 （３） 建替え工事 

補助対象住宅 次に掲げる要件を全て満たす住宅。ただし、市長が適当と認

めるときは、この限りでない。 

（1） 市内に存在する戸建木造住宅で、現に住宅所有者の

居住の用に供されているもの 

（2） 在来軸組工法、枠組壁工法又は伝統的構法によって

建築された地上階数が３以下のもの（共同住宅を除く。） 

（3） 平成１２年５月３１日以前に着工したもの 

（4） 被災者生活再建支援法（平成１０年法律第６６号）

に基づく被災者生活再建支援金の支給対象でないもの 

（5） 耐震診断の結果、上部構造評点が１．０未満のもの 

（6） 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存

在する場及び市長がやむを得ないと認める場合を除き、

その全員から建替え工事の実施について承諾が得られ

ているもの 

補助対象経費 （1） 昭和５６年５月３１日以前に着工したもの又は高齢

者等が居住する補助対象住宅の建替え工事に要する費

用（工事監理に要する費用を含む。）。ただし、建替え工

事に要する費用の補助対象限度額は１７５万円とする。 

（2） 昭和５６年６月１日から平成１２年５月３１日まで



に着工した補助対象住宅の建替え工事に要する費用（工

事監理に要する費用を含む。）。ただし、建替え工事に要

する費用の補助対象限度額は１５０万円とする 

補助率 （1） 昭和５６年５月３１日以前に着工したもの又は高齢

者等が居住するもの 建替え工事に要する費用の１０

分の９以内 

（2） 昭和５６年６月１日から平成１２年５月３１日まで

に着工したもの 建替え工事に要する費用の６０分の

５３以内 

補助金の額 （1） 昭和５６年５月３１日以前に着工したもの又は高齢

者等が居住するもの 耐震改修に要する費用相当額（建

替え前の従前床面積に３４，１００円を乗じた額）若し

くは建替え工事に要する費用のいずれか低い方に補助

率を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた額）又は１５７万５千円

のいずれか低い額 

（2） 昭和５６年６月１日から平成１２年５月３１日まで

に着工したもの 耐震改修に要する費用相当額（建替え

前の従前床面積に３４，１００円を乗じた額）若しくは

建替え工事に要する費用に補助率を乗じて得た額（その

額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り

捨てた額）又は１３２万５千円のいずれか低い額 

その他の事項 （1） 建替えの結果、地震に対して安全な構造となるもの 

（2） 建築士が工事監理するもの。ただし、令和７年４月

１日以前に着手した事業については、建築士が工事監理

するもの又は建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

に適合することを建築士が証明するもの 

（４） 耐震シェルター工事 

補助対象住宅 次に掲げる要件を全て満たす住宅。ただし、市長が適当と認

めるときは、この限りでない。 

（1） 市内に存在する戸建木造住宅で、現に住宅所有者の

居住の用に供されているもの 

（2） 在来軸組工法、枠組壁工法又は伝統的構法によって

建築された地上階数が３以下のもの（共同住宅を除く。） 

（3） 平成１２年５月３１日以前に着工したもの 

（4） 平成１２年６月１日以降に着工したものについては、

次のいずれかに該当するもの 

ア 災害対策基本法に基づく住家の被害認定において、全

壊又は大規模半壊と認定されたもの 



イ 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のもの 

（5） この要綱に基づく、耐震改修又は建替えに係る補助

金の交付を受けていないもの 

（6） 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存

在する場合及び市長がやむを得ないと認める場合を除

き、その全員から耐震シェルター工事の実施について承

諾が得られているもの 

補助対象経費 補助対象住宅の耐震シェルター工事に要する費用 

補助率 2分の1以内 

補助金の額 補助対象経費に補助率を乗じて得た額（その額に１，０００

円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）又は２０

万円のいずれか低い額 

その他の事項 第2条第9号に規定するシェルターであること。 

（５） 耐震改修設計及び耐震改修工事の一括事業 

補助対象住宅 次に掲げる要件を全て満たす住宅。ただし、市長が適当と認

めるときは、この限りでない。 

（1） 市内に存在する戸建木造住宅で、現に住宅所有者の

居住の用に供されているもの 

（2） 在来軸組工法、枠組壁工法又は伝統的構法によって

建築された地上階数が３以下のもの（共同住宅を除く。） 

（3） 平成１２年５月３１日以前に着工したもの 

（4） 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のもの 

（5） 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存

在する場合及び市長がやむを得ないと認める場合を除

き、その全員から耐震改修工事の実施について承諾が得

られているもの 

補助対象経費 （1） 昭和５６年５月３１日以前に着工したもの又は高齢

者等が居住するもの 耐震改修設計及び耐震改修工事

を一括して行う場合における補助対象住宅の耐震改修

設計に要する費用（耐震改修工事の計画策定に伴う耐震

診断に要する費用及び耐震改修工事費の見積り作成に

要する費用を含む。）及び耐震改修工事に要する費用（工

事監理に要する費用を除く。）。ただし、耐震改修設計に

要する費用及び耐震改修工事に要する費用の補助対象

上限額は１７５万円とする。 

（2） 昭和５６年６月１日から平成１２年５月３１日まで

に着工したもの 耐震改修設計及び耐震改修工事を一

括して行う場合における補助対象住宅の耐震改修設計

に要する費用（耐震改修工事の計画策定に伴う耐震診断



に要する費用及び耐震改修工事費の見積り作成に要す

る費用を含む。）及び耐震改修工事に要する費用（工事

監理に要する費用を除く。）。ただし、耐震改修設計に要

する費用及び耐震改修工事に要する費用の補助対象上

限額は１５０万円とする。 

補助率 （1） 昭和５６年５月３１日以前に着工したもの又は高齢

者等が居住するもの 耐震改修工事に要する費用の１

０分の９以内 

（2） 昭和５６年６月１日から平成１２年５月３１日まで

に着工したもの 耐震改修工事に要する費用の６０分

の５３以内 

補助金の額 （1） 昭和５６年５月３１日以前に着工したもの又は高齢

者等が居住するもの 耐震改修工事に要する費用に補

助率を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数

があるときは、これを切り捨てた額）又は１５７万５千

円のいずれか低い額 

（2） 昭和５６年６月１日から平成１２年５月３１日まで

に着工したもの 耐震改修工事に要する費用に補助率

を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた額）又は１３５万５千円の

いずれか低い額 

その他の事項 （1） 耐震改修設計は、耐震診断士が実施するものである

こと。 

（2） 耐震改修工事は、耐震診断士が実施した耐震改修設

計に基づくものであること。 

（3） 耐震改修工事は、建築士が工事監理するものである

こと。 

別表第２（第５条関係） 

（平３０告示１３２・一部改正） 

交付申請に必要な書類 

（共通） 

（1） 位置図 

（2） 事業計画書（様式第2号） 

（3） 住民票の写し 

（4） 補助対象経費が確認できる書類 

（5） 住宅の所有者が分かる書類の写し 

（6） 市税調査承諾書 

（7） 補助対象住宅に共有者がいる場合は、補助事業の実

施に係る承諾書（様式第3号） 

（8） 建築確認済証の写し又は当該住宅の建築年月日が分

かるもの 



（9） 高齢者等であることが証明できるもの（高齢者等が

居住する補助対象住宅に該当する場合に限る。） 

（10） 交付決定以降の手続を別の者に委任する場合は、委

任状 

（11） その他市長が必要と認める書類 

耐震改修設計及び耐震改修工

事の一括事業並びに耐震改修

設計の交付申請に必要な追加

書類 

（1） 耐震診断を実施している場合は、耐震診断結果報告

書の写し 

（2） 耐震診断士の建築士免許証の写し 

（3） 木造住宅耐震診断講習会の修了証明書の写し 

耐震改修工事の交付申請に必

要な追加書類 

（1） 工程表 

（2） 現況写真（外観写真2方向以上） 

（3） 耐震改修設計の内容を確認できる図書 

（4） 現況の各階平面図 

（5） 耐震診断結果報告書の写し 

（6） 建築士免許証の写し 

建替え工事の交付申請に必要

な追加書類 

（1） 工程表 

（2） 現況写真（外観写真2方向以上） 

（3） 建替えの内容を確認できる図書 

（4） 現況の各階平面図 

（5） 耐震診断結果報告書の写し 

（6） 建築士免許証の写し 

耐震シェルター工事の交付申

請に必要な追加書類 

（1） 工程表 

（2） 現況写真（外観写真2方向以上） 

（3） 耐震シェルターの認定証等の写し 

別表第３（第１３条関係） 

（平３０告示１３２・一部改正） 

耐震改修設計の完了実績報告

に必要な書類 

（1） 契約書の写し 

（2） 耐震診断結果報告書の写し 

（3） 補強計画及び設計図書 

（4） 工事費の積算を補助対象経費に算入した場合は、耐

震改修工事の見積書 

（5） その他市長が必要と認める書類 

耐震改修設計及び耐震改修工

事の一括事業並びに耐震改修

工事の完了実績報告に必要な

書類 

（1） 契約書の写し 

（2） 工事監理報告書の写し 

（3） 工事写真（着工前、完成後及び各工程が分かるもの。

特に補強状況） 

（4） その他市長が必要と認める書類 

建替え工事の完了実績報告に

必要な書類 

（1） 契約書の写し 

（2） 工事監理報告書の写し 



（3） 工事写真（着工前、完成後及び筋交い等の施工状況） 

（4） その他市長が必要と認める書類 

耐震シェルター工事の完了実

績報告に必要な書類 

（1） 契約書の写し 

（2） 工事写真（着工前、完成後及び施工状況） 

（3） その他市長が必要と認める書類 



様式第１号（第５条関係） 

年  月  日  

 

（宛先）山鹿市長 

 

申請者 住 所 

                    氏 名                 

                       (署名又は記名押印) 

                    電話番号 

 

戸建木造住宅耐震改修等事業補助金交付申請書 

  

山鹿市戸建木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたいの

で、同要綱第５条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 住宅の所在地   山鹿市 

２ 予定期間     自     年  月  日 

           至     年  月  日 

３ 補助金申請額   金        円 

 

※ 添付書類 別表第２に掲げる書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第５条関係） 

事業計画書 

建

物 

概

要 

申請者氏名（名称）  

住宅の所在地 山鹿市 

用  途 
□ 一戸建て住宅 

□ 併用住宅（□店舗 □事務所 □その他） 

規  模（床面積） 

 住宅部分 
住宅以外

の部分 
小計 合計 

１

階 
㎡ ㎡ ㎡ 

㎡ 
２

階 
㎡ ㎡ ㎡ 

３ 

階 
㎡ ㎡ ㎡ 

建築年月日 年  月  日 

建築確認      年  月  日 第     号 

耐震改修等工事の 

工事監理者の概要 

事務所名 

代表者名 

所在地 

電話番号 

耐震改修等工事の 

施工業者の概要 

施工業者名 

代表者名 

所在地 

電話番号 

総事業費 

工事費 円（消費税込） 

工事監理費 円（消費税込） 

合計 円（消費税込） 

補助対象経費 

耐震改修等工事費 円（消費税込） 

工事監理費 円（消費税込） 

合計 円（消費税込） 

補助金交付申請額（※） 
 （1,000 円未満切捨て） 

円 

耐震改修等工事の予定期間     年  月  日 ～    年  月  日 

備  考  

※補助金交付申請額の部分は記入しないてください。 



様式第３号（第５条関係） 

年  月  日  

 

 

（宛先）山鹿市長 

 

 

承諾書 

 

 私が所有する下記住宅について、        が耐震改修等工事を実施することを

承諾します。 

記 

 

 １ 住宅の所在地   山鹿市 

 

 ２ 所有者      住 所 

  （申請者）     氏 名             

            電話番号 

 

３ 所有者      住 所 

（共有者）     氏 名             

            電話番号 

 

            住 所 

            氏 名             

            電話番号 

 

 ４ 居住者      住 所 

  （代表者）     氏 名             

            電話番号 

 

 

 

備考：居住者が複数人いる場合は、居住者の代表を定めて記入すること。 

   居住者が所有者と同一の場合は、居住者の項は記入しなくてもよい。 

   氏名は、署名又は記名押印をすること。 

 

 

 

 



様式第４号（第９条関係） 

年  月  日  

 

 （宛先）山鹿市長 

 

               補助事業者 住 所 

氏 名               

   (署名又は記名押印) 

                     電話番号 

 

耐震改修設計完了報告書 

  

   年  月  日付け第     号の交付決定通知に基づき、耐震改修設計を実

施したので、山鹿市戸建木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱第９条第１項の規定によ

り、下記のとおり関係書類を添えて、その結果を報告します。 

 

記 

 

 

１ 住宅の所在地  山鹿市 

 

 

 

 

 

 

※ 添付資料 

(1) 耐震改修設計に係る契約書の写し 

(2) 耐震診断結果報告書の写し 

(3) 補強計画及び設計図書 

(4) 耐震改修工事の工程表 

(5) 耐震改修工事の見積書 

(6) 現況写真 

(7) その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 



様式第 5 号（第 11 条関係） 

年  月  日  

 

 （宛先）山鹿市長 

 

               補助事業者 住 所 

氏 名               

   (署名又は記名押印) 

                     電話番号 

 

戸建木造住宅耐震改修工事中間検査申請書 

  

耐震改修工事の中間検査について、山鹿市戸建木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱

第11条第1項の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 住宅の所在地  山鹿市 

 

２ 工事監理者   事務所名 

          代表者名 

          所在地 

          電話番号 

          工事監理者 

 

３ 工事施工業者  施工業者名 

          代表者名 

          所在地 

          電話番号 

 

４ 中間検査の工程に達する日     年  月  日（予定） 

 

※ 添付資料 

 (1) 耐震改修工事及び当該耐震改修工事の監理に係る契約書の写し 

 (2) 耐震改修工事図面 

 (3) その他市長が特に必要と認める書類 

 

 

 

 



様式第 6 号（第 13 条関係） 

年  月  日  

 

 （宛先）山鹿市長 

 

補助事業者 住 所 

氏 名              

   (署名又は記名押印) 

電話番号 

 

戸建木造住宅耐震改修等事業実績報告書 

 

   年 月 日付け第     号の交付決定通知に基づき、耐震改修工事等を実施し

たので、山鹿市戸建木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱第13条の規定により、下記の

とおり関係書類を添えて、その実績を報告します。 

 

記 

 

１ 住宅の所在地          山鹿市 

 

２ 交付決定額       金         円 

 

３ 事業実施期間      自     年  月  日 

              至     年  月  日 

４ 事業完了年月日           年  月  日 

 

※ 添付書類 別表第３に掲げる書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


